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Abstract

WemustreviewthejudgmentthatreSultofliftscienceisnotagainst‖publicorderandmorals”

Withaviewpointofbioethics・Anditisinflectedasthethingwhichisusefu1hrthehumanbroadly

bywhatisjudgedunlessresultofli鈷scienceisagainst‖publicorderandmorals‖．Researchers

ConCernedwithmedicinemuststronglyrecognizeit．
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は　じめに

ライフサイエンスの急激な発展により，物質代

謝や自己増殖の機序が研究によって明らかにな

り，先端技術を応用することで生物の持つ自己複

製能力や物質の生産能力を部分的に改変すること

で医療・医薬品や農産業の分野で大きな変革が生

じつつある．特にバイオテクノロジー（BT）に

よって遺伝をめぐるメカニズムが明らかになり研

究や産業利用する動きが活発になってきた．しか

し，BTによってもたらされた利益は誰に帰属す

るかとtlう問題も生じてtlる．知識を担う主体は

生物の遺伝情報そのものであるが，それを人類社

会共通の資源と見倣していいのか，それとも特定

の機関や個人に帰属するのか，早急な規範づくり

が求められてtlる．まさしく，バイオエシックス

の領域と交差する問題である．

（本稿では，ライフサイエンスとバイオテクノロ

ジーの用語の使用については，敢えて区別してい

ない．本稿の内容は，シンポジウム当日のもので

ある－）

BTの進歩による知的財産に関する問題点

最近のバイオテクノロジーの進歩によりも－たら

された動向を示した（図1）．

図中の4つの三極（日欧米）研究について，共

通することは，世界全体を巻き込んで進められた

ヒトゲノム解析事業の結果と共にクローン技術の

実用化が如実に影響してtlる．
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･ 遺伝子断片の特許: 染色体マ ー カ ー

.
P C R プライマ ー ( U S P O T . 1 9 9 8) , 最終改訂版(2 0 0 1)

･ 塩基配列の 相同性( ホモ ロジ ー ) に基づき様態が推定された遺伝子に つ いての 三極研究

(2 0 0 0)

･ ｢ リ ー

チ
･ ス ル ー

+ クレ ー ムに つ いての比較研究( 三極特許庁 2 0 0 り

･ タン パク賞立体構造関連発明に関する比較研究( 三極特許庁 2 0 0 2)

E3 P ヒトゲノム解析の成果､ クロ
ー

ン技術実用化(体性幹細胞､ 旺性幹細胞 , ヒトクロ ー ン腔)

図 1 ライ フ サ イ エ ン ス の 進歩と 知的財産制度 へ の 影響 1)

◆欧州特許条約(E P C ) 規則 2 3 d は E P C 5 3 条( a) に基づき､ 欧州特許は下 記に関する生物

エ 学発明に関しては付与されない ｡

･ ヒトのクロ ー ン化する為の 方法

･ ヒトの 生殖細胞系遺伝子同 一

性を変更させる為の方法

･ 産業的若しくは商業的目的の 為の ヒトの旺の利用

▼E P C 5 3 条( a) 不特許事由

･ 新規性､ 進歩性及び産業上利用性等の特許事件を充足する発明であっ ても.

塵吏亀発明は特許しない ｡

公

図 2 欧州特許条約 ( E P C )
2)

本邦での知的財産に関する動向

本邦に おい て も医療関連行為 の 特許保護をめ ぐ

る問題を契機 ( 園 3) に
,

ラ イ フ サイ エ ン ス か ら

得 られる知的財産 の 問題をどうするか が注目され

て い る .

平成 14 年 4 月 1 1 日の 東京高裁判決 (確定) で

は
, 外科器具を用 い て行われ る手術を再現可能的

に光学的に表示する為の 方法 に つ い て
, 人間を診

断する方法に該当する発明であ っ て 産業上利用す

る こ とが で きる発明と は い えな い と した下級審の

判断が支持 された
.

これは
, 医療行為その もの に

つ い て は特許性が認め られる べ き
,

とする原告の

主張 に つ い て
, ｢立法論と し て は

, 傾聴すべ きも

の を有し て い る が
, 特許性を認め るため の前提と

し て必要な措置を講 じ て い な い 現行特許法 の 解釈

と して は
, 採用する こ と はで きな い+ と したもの

である . しか し
, 今後 の 社会情勢によ っ ては

, 法

政策が大きく変化する可能性もあり, 今後 の 議論

の 推移 に留意 した い
3)

まとめに かえて

知的財産をめぐる問題を論 じる際 に は , 当該発
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< 医療関連行為の特許保護> 問題を契様にクロ ー ズアップ

･ 東京高判 H 1 4
.
4

事 1 1 棄却( 棲定) : 判例時報 1 8 2 8 号 9 9 頁

｢ 人間を診断する方法+ に該当する発明であっ てr 産葉上利用することができる発明+ とはい

えないとした審判が支持された事例

( 外科器具を用い て行われる手術を再現可能的に光学的に表示する為の方法)

ゆ 医療行為そのもの に つ い ては特許性が認められるべきである､ とする原告の主張は立法

論としては､ 傾聴すべきものを有しているものの
､

上記のとおり､ 特許性を認める為の前提

として必要な措置を講じて いない 現行特許法の解釈としては
, 採用することはできない ｡

図 3 医療関連行為 の 特許保護問題 4)

い わゆる偽ブランド商品販売契約の 公序良俗違反性

H 1 3 . 6 . 1 1 最高裁 1 小判決( 破棄差戻) : 判時1 7 5 7 号 6 2 頁

【要旨】強固な犯意をもっ て行われた本件売買契約は､ 単に不正 競争防止法および商標法に違

反するというだけではなく､ 経済取引における商品の信用の保持と公正 な経済秩序の確保を害

する著しく反社会性の強い行為であるから
､ 民法 9 0 条により無効である｡

民法 90 条: 公 ノ秩序又 ハ 善良ノ風俗 ニ 反ス ル 事項ヲ目的トス ル 法律行為 ハ 無効トス

商標法 78 条: 商標権又 は専用使用 権を侵害した 者は ,
5 年以 下 の 懲役 又 は 50 O 万 円 以 下 の 罰金 に処す ｡

旧不正競争防止 法(省略)

図 4 公序良俗違反性5)

明に対 して特許が付与される の か が論点と される

場合が 当然に多 い (｢物の 発明+ , ｢方法 の 発明+ ,

｢産業上利用する こ とが で きる発明+ と し て) .

バ

イオ テ ク ノ ロ ジ ー

, ひ い て は ラ イ フ サイ エ ン ス の

急速な発展により,
こ れま で 人類が手 にする こ と

の で きな か っ た モ ノ が現実 の モ ノ とな っ てきて い

る .
つ まり, 発明イ コ ー ル 特許と いうような単純

な図式 で の 認識が既に通用 しな い こ とを 一 般社会

に示 して い る の である . 既に, 知的財産制度の 再

構築 へ の取り組み が世界的に実施されて い る こ と

か らも認識 できる . そ こ で
, あらためて注目 しな

ければなら な い概念と し て
, ｢ 公序良俗+ が ある .

知的財産と して 権利が保護 される には, ｢公序良

浴+ に反 し か 1 必要 がある
5) ( 特許法 3 2 条 : 公

の 秩序, 善良な風俗又 は公衆の衛生を害するお そ

れがある発明に つ い て は , 第 2 9 条の規定 に か か

わらず, 特許を受ける こ と ができ ない . ) .

ある ラ イ フ サイ エ ン ス の 成果が
, ｢ 公序良俗+

に反 し か 1 か どう か の 判断には
,

バ イオ エ シ ッ ク

ス の 視点 か ら の 検討 が必 要不可欠 である
6)

. そ し
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て
, ｢公序良俗+ に反 しな い と の 判断がなされる

こ とによ っ て
, 広く人渠 に有用な モ ノ と して 活用

される の で ある. こ の 点に つ い て
, 医学系研究者

も強く認識 しなければなら な い
.

知的財産 に おける バ イオ エ シ ッ ク ス の 検討が ,

日本にお い てもより深くなる こ と
_
が求められて い

る .
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(再掲) .

司会 (佐藤) 塚田 先生 の お 話を含め て
,
今日の 議題

で ある 知的財産 と い う概念 は
,
もと も と工 学系 の 分野 か

ら生 ま れ た もの で あります. 工 学 は 人類 の 幸せ を担保す

る と い う こ と で生まれ た の ですが
,
生命工 学 の 進歩に つ

れ て 文化的
,

社会的 に様 々 な 問題 が 生 じ て き た わけ で

す. 私 は医療 が 進歩 し て い く上で
,

人々 が 生命倫理 と正

面 か ら 向 き合い 議論すべ き 暗 が 来 て い る と思うの で す.

そ の 上で
,
医療が どう い う方向 へ 進 む べ き か 考 え る べ き

で は な い で し ょ うか
.

こ う し た こ と が
,

こ の 度 シ ン ポジ

ウ ム を開催す る に 至 っ た経緯 ですし
,
ち ょ うど知的財産

本部が 設立 さ れ
,

こ れ か ら注目も集ま る こ と で し ょ う.

工 学 と 違 っ て 非常 に 大 き な 問題を含 ん で い る と 思 い ま

す が
,

ク リ ア で き れば大 き な 財産 に な る と 思 い ます.




